
 

 

 （注）要旨は、具体的に記載すること。  

受
付
番
号 

受
付
月
日 

東郷町議会議長 殿 

東郷町議会議員 

 

一 般 質 問 通 告 書 

東郷町議会会議規則第５９条第２項の規定により、次の事項について

質問（一問一答方式・一括質問方式）したいので通告します。  

 記 

質 問 事 項 質  問  要  旨 答 弁 者 

№ 1 － 1 

議席番号 番 氏 名 

会派名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 安全確保を最優

先する下水道マネ

ジメントについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 東郷町内の陥没

 について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 災害時の発電機

と衛星ネットにつ

いて 

 

 

 

 

⑴ 老朽化状況を把握するための診断基準を法制

化し政令等で定め、点検の頻度・方法の基準の

見直しが予定されているが、現状とどのように

変わるのかを伺う。 

⑵ 事故や工事の際も下水を止めないよう別ルー

トを確保する複線化を推進するが、本町で可能

なのか伺う。 

⑶ 道路管理者と下水道管理者が連携を強化して

修繕を行う新制度を創設とあるが、現在分かっ

ている情報があれば伺う。 

⑷ 災害や事故の際、市町村に代わって都道府県

が復旧工事を行う代行制度とあるが、県がどこ

まで行ってくれるのか伺う。 

 

⑴ 東郷町は炭鉱の跡地などで過去に陥没があっ

たと聞くが、その内容を伺う。 

⑵ 現在白鳥から愛知池に向かって陥没を疑う場

所があるが、町として何カ所あるのか伺う。 

⑶ 白鳥から愛知池の間にある場所で工事を予定

していたが陥没の恐れがあるために工事着工が

止まっている。業者が町の担当課へ相談にもし

ているが、その規模と本町が工事した場合の金

額を伺う。 

⑷ 道路が陥没する恐れがあるが、その場合の責

任は誰か伺う。 

 

⑴ 災害時に使える発電機は何がどの位あるか伺

う。 

⑵ 軽油などの燃料はどの位確保しているのか。

また、協定等をしているのか伺う。 

⑶ 連絡手段として衛星通信などが出来るのか伺

う。 

 

町長 

担当部長 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

町長 

担当部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町長 

担当部長 

 

水川 淳 

 

山田達郎 

１２ 
令和８年５月２１日 

午前１１時３０分（メール） 
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無所属の会 


